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教職員の懲戒処分について 

 

 

  教職員の懲戒処分を、令和７年５月２３日に下記のとおり行いました。 

 

 

記 

 

 ＜懲戒処分等の概要＞ 

○傷害 

被 処 分 者 美濃加茂市立小学校 教諭（２７歳・男性） 

事案の概要 
令和６年６月１４日、自宅において、妻の体を右手で押して転倒させ、

傷害を負わせた。 

処   分 減給１／１０ １月 

根 拠 法 規 地方公務員法第２９条第１項第１号及び第３号 

 


